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第８回 聖籠町教育委員会定例会 議事録 

 

 

日時：令和４年８月 25日（木） ９：３０～ 

場所：聖籠町役場３階 第１会議室 

委員出席者 

近藤朗教育長・稲田健一委員・佐久間千都委員・深井一成委員 

・髙橋真弓委員 

事務局出席者 

須貝克徳教育未来課長・佐藤寿子ども教育課長・佐藤伸一社会教育課長 

・宮下聡図書館長・阿部香副参事（書記） 

 

 

○須貝教育未来課長 

＜開会宣言＞ 

これより令和４年第８回定例会を開催いたします。 

  本日の会議録署名委員は髙橋委員にお願いします。＜髙橋委員承諾＞ 

○近藤教育長 

それでは、私から行政報告をします。 

・中学校部活動在り方検討委員会について  

第５回開催 私（教育長）からの諮問に対する提言をいただいた。令和５年度

６年度は実験を進めていき、令和７年度から全面移行を目指していく。今後、

事務局が詰めていくことになる。 

  ・成人式２年分について 落ち着いた形の成人式が無事に開催できた。 

  ・校園長会での資料について 

① コロナ対応について 

② 児童生徒の視力検査の結果（タブレット学習による影響を検討） 

令和２年度の検査（タブレット端末の貸与開始が令和２年の８月）を基準と

してある。全国と比べてもほぼ変わらない状況である。 

③ 全国学力・学習状況調査の結果を受けて 広報お知らせ号(９月 16日)で報告 

各教科の平均正答率について言葉で表現した。 

児童質問紙については「第２期まち・ひと・しごと創成総合戦略」で掲げた

項目について明示した。 

④ 予算要望に係る方針 キュビナ、バリアフリー新法への対応 

小学校は未対応、中学校は移動可能なスロープがある場所もある。 

研修会についても継続するかどうかを検討。費用についても予算要望してい

く。 

⑤ 町の方針の周知方法の見直し 
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〇佐久間委員  

バリアフリー新法への対応の表で、中学校の△は途中ということなのか、どうい

う状況かを教えていただきたい。 

〇近藤教育長 

  例えば、運動場のスロープですが、運動場自体にはなく運動場の近くに取り外し

可能なものがあるということです。 

〇近藤教育長 

  よろしいでしょうか。ありがとうございます。それでは、議案についてお願いし

ます。承認第８号 専決処分の承認を求めるについて、お願いします。 

〇佐藤社会教育課長 

  それでは、承認第８号 専決処分の承認を求めるについて職員の分限休職処分の

決定について説明させていただきます。（説明） 

〇近藤教育長 

  いかがでしょうか。それでは、承認第８号 専決処分の承認を求めるについて職

員の分限休職処分の決定について承認いただけますでしょうか。承認いただきまし

た。今の状況について教えてください。 

〇佐藤社会教育課長 

  現在すでに慣らし業務を行っております。順調に進んでいるところです。〇近藤

教育長 

  成人式の時にも役割を担っていただいていましたね。復職に向けて進んでいると

いうことですね。 

○佐藤社会教育課長 

  また、来週復職についての判定委員会を開催する予定でございます。主治医も、

産業医も復職について問題ないだろうとの判断をいただいておりまして、来月１日

からの復職になる予定です。 

○近藤教育長 

次に議案第２５号 聖籠町教育委員会におけるスマートフォン貸与規定について 

お願いします。 

〇須貝教育未来課長 

  議案第２５号 聖籠町教育委員会におけるスマートフォン貸与規定について 

（説明） 

〇近藤教育長 

  何かご質問ありますでしょうか。実際に通級指導教室の方は、兼務をしていて、

山倉と蓮野、亀代と聖籠中ということでこのスマートフォンを持ち出す必要がある

ということできちんと定めさせていただいたところです。合わせて、子ども家庭相

談センターのソーシャルワーカーに貸与している携帯電話についても一緒にという

ことで定めさせていただきました。ご質問ありますでしょうか。議案第２５号 聖
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籠町教育委員会におけるスマートフォン貸与規定について承認いただけますでしょ

うか。（承認）ありがとうございます。 

  続きまして、議案第２６号 聖籠町独立行政法人日本スポーツ振興センター共済

掛金の保護者負担金徴収に関する規則について、お願いいたします。 

〇佐藤子ども教育課長 

  議案第２６号 聖籠町独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の保護者

負担金徴収に関する規則について（説明） 

○近藤教育長 

  今ほどの説明についてご質問ありますでしょうか。 

〇深井議員 

  スポーツ振興センターというものはどのような組織なのでしょうか。 

〇佐藤子ども教育課長 

  深井委員のご質問にお答えいたします。独立行政法人日本スポーツ振興センター

といいますのは、学校で起きたケガとかの事故に対して、保険が下りるという制度

のものです。その共済掛金について規定がなかったので、それについて定めたとい

うものです。保護者の減免措置について町が払った分について、減免したものにつ

いて法整備があるとスポーツ振興センターでは、減免した額の中のある程度を返し

てくれるということです。 

○深井委員 

  聖籠町独立行政法人という表記については、このようになっているのが一般的な

のか。 

〇佐藤子ども教育課長 

  他市町村の状況を参考にさせていただいています。また、スポーツ振興センター

の記載例をもとに真似させていただきました。 

〇稲田委員 

  これは、どこの市町村でも制定しているのですか。 

○佐藤子ども教育課長 

  県内の状況としては８市町村が制定している。令和２年に通知が出ているのです

が法整備できていなかった。各市町村に通知ができているが、新発田市、田上町は

制定している。 

○髙橋委員 

  キャッシュバックのためなのか？ 

○佐藤子ども教育課長 

  お金のことが法整備されていなかったことが問題なので、それを是正していると

いうことですが、それに合わせてキャッシュバックもあると捉えていただければと

思います。 

○近藤教育長 
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  では、議案第２６号 聖籠町独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の

保護者負担金徴収に関する規則について承認いただけますでしょうか。（承認）あり

がとうございます。 

〇近藤教育長  

  次に議案第２７号聖籠町教育委員会処務規定等の特例を定める規定の一部を改正

する訓令について お願いします。 

〇佐藤子ども教育課長 

  議案第２７号聖籠町教育委員会処務規定等の特例を定める規定の一部を改正する

訓令について（説明） 

〇近藤教育長 

  議案第２７号についてご質問ありますでしょうか。承認いただけますでしょうか。

（承認）ありがとうございました。それでは、定例報告をお願いします。教育未来

課長お願いいたします。 

〇須貝教育未来課長 

  ・実績等にかかわる報告事項、実施計画 

   学校図書館研修会、アセス研修、算数・数学オリンピック事業、イングリッシ

ュキャンプ、親子でプログラミング、危機管理研修、部活動検討委員会など 

  ・７月の超過勤務の状況 

   ３小学校は超過なし。中学校はたくさんいる。 

  ・各学校園のコロナ感染状況について 

   爆発的に増えているわけではないが、夏休み中、職員７名感染した。 

   事故報告シートの活用を 

  ・非違行為根絶の徹底について 

  ・教育未来課との相談・ケース会議の流れ 

  ・学習指導について 

   算数・数学オリンピックの事業評価、大人のプログラミング講座、学校図書館

への企業による図書寄贈について、イングリッシュキャンプの事業評価 

  ・フレンドルームの登校状況 

○近藤教育長 

  ご質問等ありますでしょうか。それでは、続いて子ども教育課長お願いいたしま

す。 

〇佐藤子ども教育課長 

  私からは２点お願いいたします。 

・聖籠町要保護児童対策地域協議会設置要綱の一部改正について 

・学校給食費の収支状況について 

   税務課と協議しながら進めているものもある。 

〇近藤教育長 
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  いかがでしょうか。よろしいでしょうか。続きまして、社会教育課お願いします。 

〇佐藤社会教育課長 

  ・実施報告と実施計画 ８月２７日のコミュニティースクール合同研修会は延期 

  ・成人式と二十歳を祝う会を二日連続で実施した。 

・きもだめしが人気だった。開始１０分程度で満員となり、お断りする人がたく

さんあったのでリターンズを行う。 

○近藤教育長 

  髙橋委員さんは、きもだめしに参加されたということで、いかがでしたか。 

〇高橋委員 

  家族で参加させていただいた。小学校では夏休み前から話題になっていて、リタ

ーンズも足りないくらいだと思う。コロナ禍でも接触がないのでとてもよかったと

思う。ボランティアにいくので、ぜひ。 

〇佐藤社会教育課長 

  クオリティも高く、人気があったのはありがたいが、課の職員は仮装もして２時

間対応すると、とても疲労が…来年度以降は工夫して参加型に発展させていきたい。

材料集めも企業の協力があり、制作に集中することができた。 

〇近藤教育長 

  その他について、いかがでしょうか。ありがとうございました。続いて図書館長

お願いいたします。 

〇宮下図書館長 

  ・町立図書館事業実績及び予定（７月～９月） 

私の「青春の一冊」に協力いただきたい。 

  ・利用状況（７月１日～７月３１日） 

   昨年度もコロナ禍であったが、利用状況が減っている。 

  ・職員にも家族の濃厚接触者ということで自宅待機となっている職員がいる。 

  ・来年の図書館館長を募集している。９月２１日まで。 

〇深井委員 

  図書館長の後任決定についての担当は総務課ということでしたが、教育委員会で

検討するような内容ではないということでしょうか。 

〇近藤教育長 

  図書館長については、町の職員の人事ということで担当は総務課となっている。 

〇髙橋委員 

  子どもたちはキュビナの課題が多いので Wi-Fiにつながるか確認してほしい。 

〇宮下図書館長 

  Wi-Fiのつなぎ方はでうまくいかないときは、カウンターの職員に声をかけてい

ただければ対応する。 
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〇近藤教育長 

  以上で定例報告を終わります。 

その他、事務局から連絡はありますか。 

○事務局 

  次回の日程のみです。 

○近藤教育長 

それでは次回の定例会は９月 15日（木）でいかかでしょうか。では次回の定例会

は９月 15日（木）午前 9時 30分からでよろしいでしょうか。 

≪全委員承諾≫ 

○須貝教育未来課 

  ヤングケアラーのチラシについてはご覧いただきたいということで配らせていた

だいています。 

○稲田委員 

  聖籠町にもヤングケアラーはいるのですか。 

○近藤教育長 

  聖籠町では、戸川指導主事や遠藤相談員、子ども家庭相談センターなど豊富な人

材で情報収集に努めているが、いまのところヤングケアラーはいないと聞いている。 

〇稲田委員 

  町長選挙があるが、町長の教育に対するお考えをお聞きしたいので、総合教育会

議を開いていただきたい。 

〇近藤教育長 

  ６月に総合教育会議のお願いをしたが、選挙後にということだったので、町長に

改めてお願いすることになる。時期についてはわからないがお願いしていく。 

〇近藤教育長 

  それでは以上で聖籠町教育委員会第８回定例会を終了させていただきます。 

 

 

上記のとおり、令和４年第８回定例会の会議録に相違ないことを証明する。 

 

 

令和４年８月 25日 

 

 

教育長                

 

 

委 員                


